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市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
第
三
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
第
三
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
第
三
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
八
年
秋
田
県
教

育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
）

（
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
）

第
二
条

条
例
第
三
十
二
条
第
三
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、

第
二
条

条
例
第
三
十
二
条
第
三
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、

次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

一

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田

県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
規
則
」

と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
扶
養
手
当
に
係
る

届
出
の
受
理

二

給
与
規
則

一

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田

県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
規
則
」

第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
実
及
び
扶
養
手

と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
実
及
び
扶
養
手

当
の
月
額
の
認
定
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
扶
養
手
当
認
定
簿

当
の
月
額
の
認
定
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
扶
養
手
当
認
定
簿

へ
の
記
載
並
び
に
同
条
第
三
項
（
給
与
規
則
第
五
十
七
条
の
四
後
段
に
お

へ
の
記
載
並
び
に
同
条
第
三
項
（
給
与
規
則
第
五
十
七
条
の
四
後
段
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
の
要
求

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
の
要
求

三

給
与
規
則
第
五
十
七
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
扶
養
手
当
の

月
額
の
改
定

四
～
十
五

略

二
～
十
三

略
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


